
契約書への押印の方法

契約にあたって、契約書に押印をしていただく必要があります。

押印にあたっては、次の内容を参考にしてください。

① 契約書は、A パーツと B パーツで構成されています。それぞれに押印します。

A パーツ【表】

契約書の鏡が添付された方が、

A パーツです。

・袋とじをした後、割印が必要です。

・収入印紙の貼付後、消印が必要です。

←印紙の消印をお忘れなく

A パーツ【裏】

A パーツの裏面にも、

割印が必要です。

御注意ください。



B パーツ【表】

設計書・図面の方を B パーツと呼びます。

B パーツも袋とじをした後、

割印が必要です。

B パーツの裏面にも、

割印が必要です。

御注意ください。

A パーツと B パーツのそれぞれに押印した後、A パーツと B パーツに割印をします。



② A パーツと B パーツに割印をします。

【参考】

・リサイクル法の様式がある場合は、

(1) A パーツの裏面とリサイクル法様式の表面

(2) リサイクル法様式の裏面と B パーツの表面

で割印をします。

押印の完了です。契約課まで、契約書をお持ちください。

※綴り紐は、契約課で準備します。

(1) A パーツの最終ページを

内側に折ります。

(2) B パーツの表面と重ねて、

割印を押します。


